
ノロウイルスによる食中毒が発生しました 

 

本日、福井市は、福井市内の飲食店「Ｃｈｉｎａ ｃａｆｅ ＦＵＮ」で提供した食事を原因とするノロウイ

ルスによる食中毒が発生したと断定しました。症状を呈したのは、３月１日（土）１２時頃から当該飲食店で調

理・提供した食事を喫食した１グループ１０名中８名で、うち４名が医療機関を受診し、症状は回復に向かって

います。 

 

１ 探知 

３月３日（月）９時１０分頃、有症者グループの代表者から、「３月１日（土）に「Ｃｈｉｎａ ｃａｆｅ 

ＦＵＮ」を利用した１０名のうち６名が嘔吐・下痢・発熱等を呈している。」との連絡が福井市保健所にあり

ました。 

 

２ 調査結果 

福井市は、本件を次のような理由から当該飲食店で調理・提供した食事を原因とする食中毒と断定しました。 

○当該飲食店を３月１日（土）に利用した１グループ１０名のうち、８名が嘔吐、下痢、発熱等の症状を呈

していました。 

○患者の共通食は、当該飲食店で調理・提供された食事のみでした。 

○当該飲食店での食事の喫食時刻を起点とする、発症までの時間は平均３６．８時間であり、発症した症状

（嘔吐、下痢、発熱等）及び潜伏期間は、ノロウイルスによる食中毒の症状及び潜伏期間（２４～４８時

間）と一致していました。 

○調理従事者及び患者の検便検査の結果、ノロウイルスが検出されました。 

○医師からの当該患者に関する食中毒患者等発生届出がありました。 

 

【患者等の状況：３月５日（水）１４時現在】 

患者 

発症日時 令和７年３月２日（日）１２時頃 ～ ３月３日（月）１０時頃 

症状 嘔吐、下痢、発熱等 

患者数 

８名 

【１０歳以下１名、１０代２名、３０代２名、４０代１名、５０代１名、 

６０代１名】 

原因物質 ノロウイルス 

原因施設 

飲食店名 ：Ｃｈｉｎａ ｃａｆｅ ＦＵＮ（チャイナ カフェ ファン） 

営 業 者：小林 徹也（コバヤシ テツヤ） 

店舗所在地：福井市大宮４丁目１４－１８ ストリート大宮ビル １０５号 

許可業種 ：飲食店営業 

原因食品 

３月１日（土）に当該施設が調理・提供した食事 

提供メニュー：黒椒牛肉、青椒肉絲、蛋黄醤蝦仁、乾焼蝦仁、麻婆豆腐、回鍋猪肉、 

サラダ、スープ、シュウマイ、小籠包、蒸し鶏のネギソース、根菜煮、 

白ご飯、１５穀米、炒飯、餃子 

 

３ 行政処分等    

福井市は、「Ｃｈｉｎａ ｃａｆｅ ＦＵＮ」に対して、本日、食品衛生法に基づき飲食店営業の営業を３

月５日（水）から３月６日（木）の２日間営業停止処分にするとともに、施設の改善・清掃・消毒の徹底、

調理工程・衛生管理方法等の検証及び改善、従事者の衛生教育の徹底を指示しました。 

 

４ 市内における食中毒発生状況（令和７年３月５日（水）１４時現在 今回の事件を含む） 

 
令和７年 

（R7.1.1～3.5） 
昨年同期状況 

令和６年 

（R6.1.1～12.31） 

事 件 数 ２件 ０件 ５件 

患 者 数 ２６名 ０名 ２９名 

５ 報道機関へのお願い 

ノロウイルスによる食中毒を予防するため、市民の皆様への注意喚起をお願いします。 






